
 

★「農林漁業セーフティネット資金」は、農林漁業者の方が不慮の災害や社
会的・経済的な環境の変化等によって売上が減少し、資金繰りに支障を来
たしている場合等に、経営の維持安定に必要な長期運転資金をご融資する
制度です。 

 

★ 「農林漁業セーフティネット資金」の概要は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 19 年 4 月 1日現在の金利は、１.３％～１.５５％です。 

 金利は、金融情勢により変動しますので、ご利用時の金利をご確認ください。 

 
★「農林漁業セーフティネット資金」をご利用できる場合等については、「ご 
  利用できる要件」をご覧ください。 

 

 

 

農林漁業セーフティネット資金 

 

一 般 特 認 

 

300 万円以内 

年間経営費等の 12 分の 3 以内 

  簿記記帳を行っており、特に 

必要と認められる場合 

        金利一覧表をご覧ください※。 

        10 年以内 

 

       3 年以内 

 

        ご相談のうえ決定します。 

ご融資金額 

利 率 

償 還 期 限 

据 置 期 間 

担保・保証人 



 

 
●「農林漁業セーフティネット資金」は、①に当てはまる方が、②のよう

な状況にある場合、ご利用できます。 
 

①次のいずれかに当てはまること 

 

 

 

 

②次のような状況のいずれかに置かれていること 

 

 

 

 

 

●これらの場合以外でも、ご利用できる場合があります。詳しくは 
 最寄りの農林漁業金融公庫の支店までお問い合わせください。 

 

ご利用できる要件 

□認定農業者 

□認定就農者 

その他の農業者 

 (個人)               (法人) 

□農業所得が総所得の過半を占める   □農業売上高が総売上高の過半を占める 

□農業粗収益が２００万円以上     □農業売上高が１,０００万円以上 

□災害(台風、冷害、干ばつ、地震等)の被害を受けた 

□ＢＳＥや鳥インフルエンザ等の発生に伴う家畜の殺処分や畜産物の移動制限を 

 受けた 

□前期より売上高が１０％以上減少した(または減少の見込み) 

□最近３か月の売上高が前年同期を下回っており、今後も減少が見込まれる 

□前期より所得率や純利益額が悪化している 

□燃油や家畜飼料等の高騰により一時的に経営が悪化している 

□取引先や取引金融機関が破綻し、経営に支障をきたしている 


